江田島市男女共同参画等学習支援補助金要項

１　趣旨
市民一人ひとりがお互いの人権を尊重し、男女が性別にとらわれず、社会のあらゆる分野でその個性と能力を十分に発揮し、責任を分かち合う男女共同参画社会の形成を推進する市民を育成するため、男女共同参画社会に関する研修または講座（以下「研修等」という。）の受講に要した費用の一部について、補助金を交付する。
２　対象となる研修
（１）公益財団法人広島県男女共同参画財団が開催する研修等
（２）広島県が開催する男女共同参画に関する研修等
（３）その他市長が必要と認めた研修等
３　対象者
江田島市に在住する満１８歳以上かつ、積極的に市の事業や地域活動等に協力できる者
４　対象経費
補助の対象となる経費は、交通費・参加負担金（資料代含む）とする。ただし、交通費については、市職員等の旅費に関する条例の一般職の職員の例により算出する。
５　補助金額
対象経費の２分の１以内とする。ただし、予算の範囲内とする。
６　申請
受講を希望する研修が開催される１０日前までに、次の書類を市長に提出する。
(１)交付申請書（様式第１号）
(２)受講を希望する研修の開催案内、その他必要な書類
７　実績報告
補助金を受けようとする者は、受講後、次の書類を市長に提出する。
(１)補助金等交付請求書（様式第６号）
(２)実績報告書（様式第５号）、研修修了書及び研修報告書
８　補助金の返還等
補助金を受けた者が、虚偽の申請またはその他不正行為を行った場合、また研修等の参加を中止した場合は、補助金の返還を求める。
９　委任
その他必要な事項は別に定める。

